
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

労働保険の年度更新はお済みですか 

～ 期限は 7月 11日までです ～ 

姫路労働基準監督署では、6月 1日から 7月 11日まで

を年度更新期間として、労働保険料申告書の受け付けを

行っています。 

まだ、申告書を提出されていない場合は、7月 11日ま

での提出をお願いします。期限間際になりますと、窓口

が込み合いますので、ご留意ください。 

労働保険の年度更新のご案内 


